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 令和２年８月２６日付け三原燃第２０－０３１９号（令和３年５月２８日付け三原燃第

２１－０１４０号、令和３年７月１日付け三原燃第２１－０２３１号、令和３年８月３０

日付け三原燃第２１－０３５０号、令和３年１０月２１日付け三原燃第２１－０４７２号、

令和３年１１月１９日付け三原燃第２１－０５２５号、令和３年１２月２４日付け三原燃

第２１－０６３１号、令和４年１月６日付け三原燃第２１－０６６８号、令和４年１月２

８日付け三原燃第２１－０７５０号、令和４年３月３１日付け三原燃第２１－０８６５号、

令和４年５月３０日付け三原燃第２２－０１０５号及び令和４年７月２８日付け三原燃第

２２―０２３６号をもって一部変更）をもって申請がありました加工施設については、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第１

６条の３第３項の規定に基づき確認したので、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭

和４１年総理府令第３７号）第３条の７の規定に基づき、使用前確認証を交付します。 

 

 

令和４年８月１９日 

 

 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 


